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２４空公示第６－１号 

令和６年１１月１日 

 

令和６年度、７年度及び８年度における「小型無人機対処用機材の点検整備

等」の契約希望者募集要項（公募） 

 

令和６年度、７年度及び８年度における「小型無人機対処用機材の点検整備等」に係

る契約について公募を実施するので、参加希望者は下記に基づき資料等を提出して下さ

い。 

 

 

（公募実施権者）        

分任支出負担行為担当官 

第２４航空隊小松島航空基地隊経理班長 

 

 

記 

 

１ 調達品目等 

細部は別表のとおり。 

 

２ 公募に参加できる者の資格 

応募できる者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。 

(１) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第

７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契

約の履行が確保される者であること。 

（５）令和０４・０５・０６年度又は令和０７・０８・０９年度競争参加資格（全省庁

統一資格）の「役務の提供等」及び四国地域の競争参加資格を有するか、又は申請

中の場合は資格決定後速やかに提出できる者であること。 

（６）日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊すること

を主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないことを証明

又は誓約し、若しくは保証できること。 
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（７）別紙 に示す機器（以下、「当該機器」という。）の不具合調査等に必要な次の設

備並びに体制、能力を有すること。 

ア 不具合発生時、迅速かつ継続的に対応が可能であること。 

イ 修理等に必要な計測器、試験装置及び専門治工具類を有すること。 

ウ 履行にあたって寄託品又は官給品の保管が必要とされる場合、保管倉庫を有す

ること。 

エ 専門的技術及び専門的知識を有すること。 

オ 製造会社とライセンスその他技術援助協定を締結していること。 

カ 当該機器の修理等に関し、必要となる特許権、実用新案権、著作権等その修理

等に関し、他の知的財産権に関して法令により定められた権利及び技術的知識を

使用可能な者で、かつ、法令上保護される第三者の権利を侵害することのないよ

う必要な措置を講じている者であること。 

キ 防衛省規格及びＩＳＯ規格等の品質管理能力を有すること。 

ク 秘密を取り扱う場合は、秘密に属する文書、図面及び物件を保管できる設備を

有し、秘密を取り扱う関係者については、秘密保全上支障のないことを当該応募

者が確認した者を充てることができる。 

ケ 本事業の一部を下請負業者に委託する場合には、設備並びに体制、能力を証明

すること。 

 

３ 参加表明書応募する者は、「参加表明書」（別紙様式に示す）及び次項に掲げる資料

（以下「技術資料」という。）を提出しなければならない。 

ア 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

 ※更新、申請手続き中の者はその旨を証明できる書面も提出すること。 

イ 会社の財政状況・経営成績を証する書類（直近の決算期における有価証券報告

書、監査報告書及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書並びに内部

統制システム整備状況の概要） 

ウ 官公庁における同一又は類似案件の過去５年間の受注実績一覧表（実績がない

場合は省略できる。） 

 

４ 技術資料の提出 

（１） 以下に示す場合については、技術資料の一部又は全部の提出を省略することが

できる。 

ア 同一の技術資料が別の公募手続きにおいて、第２４航空隊小松島航空基地隊経

理班長に提出されている場合は、参加表明書に公示番号及び提出した技術資料を

記載する。 

イ 過去５年以内同一の資料を提出した者で、資料に変更がない又は部分的な変更

のみである場合は、変更がない旨の書面又は変更となった部分を明記した書面及
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び変更部分に係る技術資料を提出すること。 

エ 他の公募実施権者が実施した同種の公募手続きにおける技術審査に合格してい

る場合は、当該合格通知の写し及び合格時の技術資料と変更がない旨の書面をも

って代えることができる。 

（２）複数年度の調達に係る公募の結果、合格の結果通知書を受けた者は、対象期間内

の各年度の開始前までに提出済の技術資料の変更の有無について明記した書面及び

変更部分に関する技術資料を提出しなければならない。 

 

５ 参加証明書及び技術資料の提出先等 

（１）提出先  

〒７７３－８６０１ 

徳島県小松島市和田島町字洲端４番３号 

第２４航空隊小松島航空基地隊経理班契約係 

０８８５－３７－２１１１（内線５７５） 

（２）提出期間  

令和６年１１月１日（金）～令和６年１２月２日（月） 

（３）提出方法  

直接持参又は郵送とし、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前

８時から午後４時４５分までとする。 

（４）提出部数  

参加表明書２部、技術資料１部 

なお、新たに態勢・設備が整った場合は、募集期間にかかわらず参加表明をするこ

とができる。ただし、希望する調達品目の調達に間に合わないことがある。 

（５）募集期間内であっても、当該公募に係る調達が終了していることがある。 

 

６ 技術資料の審査等 

（１）技術資料の提出者は、技術審査を実施する部隊・機関の担当者から提出資料につ

いて説明を求められた場合には協力しなければならない。また、追加資料等の提出

を求められた場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な資料等を提出しなけ

ればならない。 

（２）技術資料の提出者は、技術審査を実施する部隊・機関の担当者から検査・修理設

備及び態勢等の調査のために協力依頼があった場合には、当該工場等への立入を含

め、調査に協力しなければならない。 

 

７ 応募者に対する審査結果の通知 

公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。 
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８ 疑義の申立 

（１）審査結果に疑義のある者は、支出負担行為担当官等に対して、当該疑義の内容に

ついて、審査結果の通知を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を

除く。）以内に書面をもって申し立てることができる。 

ア 窓 口 

第２４航空隊小松島航空基地隊経理班契約係 

イ 時 間 

    直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前８時から午後４時４５

分までとする  

（２）支出負担行為担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立

ての書面を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を除く。）以内に

説明を求めた者に対して書面により回答する。 

（３）疑義の再申立てについては、書面による回答を受理した日から３日（土、日及び

祝日を除く。）以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義

の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して３日（土、日及び祝日を除

く。）以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。 

 

９ 応募に当たっての留意事項 

（１）応募者は応募に当たり次の各号について同意した上で応募するものとする。 

ア 提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。 

イ 正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又は妨

害した者の応募は無効とする。 

ウ 審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は入札

等を停止することができる。 

エ 資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する費用

は、応募者の負担とする。 

オ 提出資料は、原則として返却しないものとする。 

カ 提出資料は、他の目的に使用しない。 

キ 提出資料の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をしなければなら

ない。 

ク 公募の対象とする調達品目については、公示時点で調達を予定しているもので

あり、今後必ず調達があることを保証するものではない。 

ケ 説明会は実施しない。 

（２）資料等の提出にあたっては、製本等、過剰な編てつは不要とする。 

（３）調達品目の仕様に関する問合せを、契約担当官等に行うことができる。 
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（４）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。た

だし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限

りではない。 
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別 表 

  募 集 対 象 品 目 表 

 

番号 品 目 規 格 製造会社 
点 検 

整 備 
修 理 整 備 

不具合 

調査 
備 考 

１ 
小型無人機 

対処器材 
  〇 〇 〇 〇 

対象機器は 

付紙のとおり 

２ 
ネットワーク 

接続キット 

SKYP- 

LAN-KIT-A 

ロボテクス・センター 

ジャパン株式会社 
〇 〇 〇 〇  
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付 紙 

対 象 機 器 表 

 

番号 対 象 機 器 規 格 製 造 会 社 

１ ＭＭ２本体 SKYP－MM2J 

ロボテクス・センター 

ジャパン株式会社 

２ 
取付金具付デュアル 

バンド無指向性アンテナ 
SKYP-HGV-2458-05U 

３ 直付型ＧＰＳアンテナ SKYP－GPS-NM 

４ 

スマートフォン 

SKYP－PANN3-UPG-KIT 

ＵＳＢスマートフォンケーブル 

スマートフォン 

マウンティングクリップ 

スマートフォン 

マウンティングアーム 

５ ＡＣ電源アダプター SKYC－400-0300-A 

６ ＤＣ電源テーブル SKYC－100-0400-A 

７ 自動車バッテリー用ハーネス SKYC－101-0045-A 

８ 

堅牢型ＲＦケーブル 

（ミディアム：１ⅿ） 

（ロング：２．５ｍ） 

 

SKYC－900-00100 

SKYC－900-00250 

９ 
留め具付多目的 

マウンティングプレート 
SKYP－MM2-MNT-KIT1 

１０ 磁石式アンテナ取付架台 SKYP－ANT-MNT-KIT1 

１１ ロールバーアンテナ設置キット SKYP－ANT-RB-KIT1 

１２ 堅牢ケース SKYP－ASE-GPXL-4-B 

１３ 小型無人機 SKYP－PANF-1 

１４ ペリカンケース SKYP－CASE-MM2J 

１５ 
延長ケーブル付き遠隔 

電源スイッチ 
SKYP－500-0400-A 

１６ ＲＦコネクター用トルクレンチ SKYP－TW025-14 

１７ ＲＦアダプター SKYP－RFA-NMNM 

１８ ＮコネクタＲＦ終端器 SKYP－RFT-NM 
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別紙様式 

（記入例） 

 

○○．○○．○○ 

 

 分任支出負担行為担当官 

第２４航空隊小松島航空基地隊経理班長 殿 

 

 

㈱○○○○           

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

 

 

参  加  表  明  書 

 

標記について、下記のとおり応募します。 

 

記 

 

番号 調達予定品目 

基準項目 

点 検 

整 備 
修 理 整 備 

不具合 

調 査 
備 考 

１ 小型無人機対処用機材 〇 〇 〇 〇  

２ ネットワーク接続キット 〇 〇 〇 〇  

 

（注：部分的な応募等補足事項がある場合は適宜記載して下さい。） 

 

 

関連文書：２４空公示第６－１号（令和６年１１月１日） 

添付書類：１ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格の写し） 

     ２ 令和○年○月期有価証券報告書及び監査報告書 

３ 技術資料一式 

 


